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出雲市農業委員会（第２期）第７回総会 議事録 

 

 

「農業委員会等に関する法律」第２７条第１項の規定に基づき会長が総会を招集。 

 

１ 日時  令和３年(2021)２月２５日（木） 午後１時５０分～午後３時１０分 

 

２ 場所  出雲科学館 理科学習棟 ３階 多目的室１ 

 

３ 出席委員（２３名） 

  大梶 泰男  石飛 政樹  松本 尚幸  原 孝治   河原 基 

岡田 征記  落合 光啓  佐野 芳夫  松井 幸男  岡 正 

水 壯    石飛 忠宏  渡部 靖司  上野 正夫  神田 伯 

塩野 一男  板垣 房雄  今岡 充   江角 昭夫  伊藤 美樹 

青木 敏男  若槻 博美  遊木 龍治 

 

４ 欠席委員（１名） 

  持田 守夫 

 

５ 提出議題 

⑴  報告事項 

報第１５号 会長専決処分の報告 

報第１６号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報第１７号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

⑵  議案審議 

議第３４号 農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定について 

議第３５号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について 

議第３６号 農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第３７号 農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承認について 

議第３８号 農地転用事業計画変更申請決定について 

議第３９号 非農地証明について 

議第４０号 非農地通知について 

 

  

 会長あいさつ 
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６ 議事  

大梶会長が、総会の開会を宣する。出席者が過半数を超え会議の成立を宣する。 

署名委員に議席番号１４番の上野正夫委員と１５番の神田伯委員を指名する。 

 

議  長   それでは、本日の審議の順番についてお知らせします。 

本日は、農業委員会事務局がある市役所本庁舎から離れた会場で農業委員

会総会を開催してます。このため、事務局職員の移動が必要となりますので、

担当ごとに審議するよう、順序を変更して進めますのでご承知ください。 

報告事項、報第１５号会長専決処分の報告、報第１６号農地法第１８条 

第６項の規定による通知について、報第１７号農地法第３条の３第１項の規

定による届出について、一括して報告します。 

 

議  長   報第１５号会長専決処分について、報告いたします。 

先ず、第６回総会で承認いたしました案件で、島根県農業会議に意見を聴

く案件、農地法第５条２件については、２月１０日開催の島根県農業会議 

第５９回常設審議委員会に諮問し、許可相当との答申をいただいております。

農地法第５条１件については、所有者死亡により相続人が確定するまで許可

保留とし、農地法第５条１件を、常設審議委員会における決定日の 

２月１０日付けで許可決定しております。 

以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１６号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事 

      務局から報告をお願いします。 

 

後藤主事   報第１６号について、ご説明いたします。 

報告事項の１～４ページをご覧ください。 

農地の賃貸借の解約等は、原則的に県知事の許可が必要ですが、農地法 

第１８条第１項第２号で、貸し手と借り手の合意による解約が、その農地の

引渡しの期限前の６か月以内に成立した旨が書面において明らかな場合は契

約終了の手続きができます。 

今月は、受付番号２９４～３２２番の２９件の通知がありました。内訳と

しては、貸人の都合によるものが２件、借人の都合によるものが１件、耕作

者の変更のためが１４件、使用貸借への変更のためが４件、担い手による農

地集積のためが３件、農地法３条申請のためが２件、農地法５条申請のため

が１件、中間管理事業への移行のためが２件です。 
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農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後６か月以内であることを書面

で確認しており、県知事の許可を要しないものと考えます。 

以上、報告といたします。 

 

議  長   続いて、報第１７号農地法第３条の３第１項の規定による届出について、

事務局から報告をお願いします。 

 

高橋主事   報第１７号について、ご説明いたします。 

報告事項の５～１０ページをご覧ください。 

農地法第３条の３において、「相続」や、「時効取得」などの、農地法の許

可を要しない権利取得につきましては、権利を取得した者は、農業委員会に

その旨を届出しなければならないこととされています。 

この届出の先月受付分は、受付番号１７５～１８９番までの１５件でした。 

権利の取得事由は、１５件全てが「相続」によるものでした。 

市外在住の相続人からの届出などについては、備考欄に記載しております。 

いずれもあっせん希望はありませんでした。 

なお、（農地法関係事務処理要領の第３の３、留意事項にかかる）本届出の

受理通知は、届出書の到達があった日から４０日以内とされております関係

上、２月３日付けで通知を出しております。 

以上、報告といたします。 

 

議  長   報告事項について、一括して報告をいたしましたが、ご質問、ご意見はご 

ざいませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

 

議  長   それでは、これより議案の審議を行います。 

議第３５条農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定について、を議題

といたします。 

事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

高橋主事   議第３５号について、ご説明いたします。 

第７回総会議案の１ページの左側の欄をご覧ください。今月は、所有権移

転の申請が２６件ありました。 

いずれも、取得後３年未満の農地はありません。 

個別の事案について、ご説明いたします。２～５ページをご覧ください。 
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なお、備考欄に※印で記載のあるものにつきましては、１月２５日の総会

にて別段面積の適用を決定した土地でございます。 

受付番号１０６番です。譲渡人は、市内遠隔地在住による耕作不便ため、

以前から申請地を管理している受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が大根白菜などの野菜を栽培される計画です。 

受付番号１０７番は、譲渡人は、申請地が狭小かつ不整形による耕作不便

ため、隣接農地の耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、

受人が隣接する農地と一体的に水稲を栽培される計画です。 

受付番号１０８番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、以前

から申請地を利用権設定して耕作していた受人に譲渡するものです。所有権

移転後は、受人が引き続き隣接する農地と一体的に野菜を栽培される計画で

す。 

受付番号１０９番です。譲渡人は、労力不足のため、以前から申請地を管

理していた隣接農地の耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、隣接する農地と一体的に水稲を栽培される計画です。 

受付番号１１０番です。譲渡人は、規模縮小のため、以前から申請地を管

理していた隣接農地の耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後

は、常時従事する営農組合に利用権設定し、構成員として隣接する農地と一

体的に水稲を栽培される計画です。 

受付番号１１１番です。譲渡人は、相続人不存在のため、隣接宅地の購入

者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培される計画

です。 

受付番号１１２番です。譲渡人は、市内遠隔地在住による耕作不便のため、

隣接する空き家を購入した受人に譲渡するものです。所有権移転後は、スイ

カ、かぼちゃなどの野菜を栽培される計画です。 

受付番号１１３番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、以前

から申請地の一部を利用権設定して耕作していた受人に譲渡するものです。

所有権移転後は、引き続き水稲および野菜を栽培される計画です。 

受付番号１１４番です。譲渡人は、高齢による労力不足のため、以前から

申請地を管理していた受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽

培される計画です。 

受付番号１１５番です。譲渡人は、市内遠隔地在住による耕作不便のため、

近隣宅地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽

培される計画です。 

受付番号１１６番です。譲渡人は、市内遠隔地在住による耕作不便のため、

以前から申請地を管理していた受人に譲渡するものです。所有権移転後は、
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野菜を栽培される計画です。 

受付番号１１７番です。譲渡人は、高齢による労力不足のため、以前から

申請地を管理していた受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽

培される計画です。 

受付番号１１８番です。譲渡人は、労力不足のため、近隣宅地居住者であ

る受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号１１９番です。譲渡人は、労力不足のため、隣接農地の耕作者で

ある受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号１２０番です。譲渡人は、経営規模縮小のため、隣接農地の耕作

者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、隣接する農地と一体的

に水稲を栽培される計画です。 

受付番号１２１番です。譲渡人は、労力不足のため、隣接農地の耕作者で

ある受人に譲渡するものです。所有権移転後は、くり及び柿を栽培される計

画です。 

受付番号１２２番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、以前

から申請地を管理している受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜

を栽培される計画です。 

受付番号１２３番です。譲渡人は、高齢による労力不足のため、隣接する

空き家を購入した受人に譲渡するものです。所有権移転後は、果樹および野

菜を栽培される計画です。 

受付番号１２４番です。譲渡人は、県外在住による耕作不便のため、近隣

の農地耕作者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜および

水稲を栽培される計画です。 

受付番号１２５番です。譲渡人は市外在住による耕作不便のため、隣接の

空き家を購入した受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培さ

れる計画です。 

受付番号１２６です。譲渡人は労力不足のため、近隣の宅地居住者である

受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培される計画です。 

受付番号１２７です。譲渡人は県外在住による耕作不便のため、以前から

申請地を管理している受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽

培される計画です。 

受付番号１２８番です。譲渡人は、狭小であることによる耕作不便のため、

以前から申請地を管理していた隣接農地耕作者である受人に譲渡するもので

す。所有権移転後は、隣接農地と一体的に野菜を栽培される計画です。 

受付番号１２９番です。譲渡人は、高齢による労力不足のため、隣接の宅

地購入者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、野菜を栽培され
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る計画です。 

受付番号１３０番です。譲渡人は、病気による労力不足のため、近隣の宅

地居住者である受人に譲渡するものです。所有権移転後は、さつまいも、大

豆などの野菜を栽培される計画です。 

受付番号１３１番です。こちらは家族間の贈与になります。所有権移転後

は、ラズベリーを栽培される計画です。 

以上、受付番号１０６～１３１番については、６～１０ページの調査書に

記載しておりますとおり、農地法第３条２項各号 不許可には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たすと考えます。 

なお、受付番号１１７番については申請受付後譲渡人死亡のため、承認さ

れた場合、申請地の相続登記後に会長専決で許可することになります。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第３５号農地法第３条の規定による農地等の許可申請決定に

ついて、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第３５号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第３９号非農地証明について、を議題といたします。 

       事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

後藤主事   議第３９号について、ご説明いたします。 

議案書の２３ページ及び説明資料の４３～４４ページをご覧ください。 

今月は、１件の申請がありました。 

受付番号１６番について説明いたします。申請地については議案２３ペー

ジに載せております。また説明資料の４３ページの位置図及び付近案内図で

申請場所をご確認ください。詳細については、説明資料４４ページの現況写

真をご確認ください。申請地は海岸沿いにある竹や茅に囲まれた農地であり、

風当たりが強いため３０年以上前から耕作されておらず原野の状態となって

います。今回の申請前に一部草刈りを行っていますが、土に竹や茅が埋まっ

ていて農地としての利用が困難な状態となっています。現地確認は２月５日

に持田農業委員、石飛準推進委員、事務局職員で行っています。申請地は、
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農業的利用を図るための条件整備の予定はありません。 

なお、本日ご欠席の持田農業委員から補足のコメントをいただいておりま

すので代読いたします。「さる２月５日に、石飛農地利用最適化推進委員、事

務局の後藤主事と現地確認いたしました。該当農地は、説明のとおり原野の

状態と思われましたが、写真にあるように、一部を所有者が草刈りされてお

り、農地として復旧しようとされた形跡がありました。しかし、竹が全面に

繁茂しており、また、幹の直径が１０ｃｍ程度の灌木も茂っているため、復

旧は断念され今回の申請に至ったようです。このことから、農地としての利

用は困難と考えられ、非農地とすることはやむを得ないものと判断いたしま

した。」 

よって、今月付議しました案件は、いずれも非農地証明基準の「やむを得

ない事情（耕作不適な土地であること）によって長期間耕作放棄した土地で、

その土地の周囲の状況からみて農地に復元しても継続して利用することがで

きないと認められる場合」に該当し、農地法第２条に規定する農地以外のも

のであるとして非農地証明の対象となるものと考えます。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第３９号非農地証明について、承認される方の挙手を求めま

す。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第３９号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第４０号非農地通知について、を議題といたします。 

       事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

後藤主事   それでは議第４０号、非農地通知について説明します。 

議案書の２４～３０ページ及び説明資料４５ページ以降をご覧ください。 

今回非農地判断を行うのは多伎町田儀地区になります。 

対象農地は、田９４筆５１，２０１．６２㎡、畑１４３筆 

５１，４３３．２１㎡、計２３７筆１０２，６３４．８３㎡の農地に対し非

農地判断を行います。 

各筆の詳細については議案の２６～３０ページの一覧表でご確認ください。 
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また一覧表の左側に「地図」の欄がございます。これは説明資料４５～４６

ページの付近案内図区域を示しております。また、右側の「写真」の欄は対

応する写真の番号になります。説明資料６１ページ以降に各筆の現況写真を

載せておりますのでご確認ください。対象農地は多伎町田儀地区の農地及び

登記地目は「山林原野」の非農地でしたが農地台帳上で農地という扱いにし

ている農地になります。いずれも以前は農地として使用されていたようです

が、現在は現況では山林及び原野化したものになります。各農地を非農地と

する根拠は一覧表の「左の根拠」欄に示しております。いずれも農地法 

第２条に規定する農地に該当しないものであると判断して、非農地通知の対

象となるものと考えます。なお、今総会にて非農地であると決定されますと、

土地所有者に対し非農地通知を送付するとともに、県・法務局等関係機関に

対し非農地とした旨の通知を送付いたします。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

石飛委員   議席番号１２番の石飛忠宏です。非農地通知を実施する地区は、順番にま

わってくるのでしょうか。 

 

今岡次長   市全体で一括して実施することは困難であり、これまでは地域を決めて実

施しています。これまで斐川地域や湖陵町の江南、多伎町久村、大社町日御

碕について実施してきました。土地の所在がわかり易く、特定し易い場所で

実施しておりますが、農業委員や農地利用最適化推進委員の協力が必要であ

り、体制が整った地域から実施していくようにしています。来年度もご希望

がある地域から実施したいと思っています。 

 

石飛委員   実施後は、現地確認の必要がなくなるのでしょうか。 

 

今岡次長   実施後は農地法に規定する農地ではないという扱いになりますので、現地

確認の必要はなくなります。 

 

石飛委員   わかりました。 

 

議  長   その他にご質問、ご意見はございませんか。 

それでは、議第４０号非農地通知について、承認される方の挙手を求めま

す。 
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議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第４０号を承認いたします。 

 

議  長   次に、議第３４号農業経営基盤強化促進法に係る農用地利用集積計画の決定に

ついて、を議題といたします。 

       農業振興課河井係長から内容について、説明をお願いします。 

 

河井係長   議第３４号について、ご説明いたします。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、市は、農業委員会

において「農用地利用集積計画」を決定していただくこととなっております

ので、本案件の適否について、今総会での判断をお願いいたします。 

それでは、２月２６日公告予定の集積計画の概要をご説明いたします。 

お手元の農用地利用集積計画の２ページをご覧ください。 

まず、賃借権の設定です。２ページの左上の表の、合計①の欄をご覧くだ

さい。設定合計は、２１９筆、３８３，０４６．３７㎡、うち新規の設定が

１５８筆、２８９，１６４．３７㎡、再設定が６１筆、 

９３，８８２．００㎡です。 

この内訳ですが、相対分が、２ページの右上の表の合計①欄で、 

３６筆、４０，８９０．３７㎡です。中間管理事業分が、３ページの右上の

表の合計①欄、１８３筆、３４２，１５６㎡となっています。 

続いて、使用貸借権の設定です。２ページの左下の表の、合計②の欄をご

覧ください。設定合計は、１６６筆、１７６，８２８．００㎡、うち新規の

設定が６８筆、６８，２６６．００㎡、再設定が９８筆、 

１０８，５６２．００㎡です。 

この内訳は、相対分が、２ページ右下の表の合計②欄、１９筆、 

２７，３３２㎡です。中間管理事業分が３ページ右下の表の合計②欄、 

１４７筆、１４９，４９６㎡となっています。 

今月のすべての利用権設定の合計は、２ページの一番左下の、計①＋②の

欄をご覧ください。３８５筆、５５９，８７４．３７㎡です。 

その他 詳細な設定内容は、４ページ以降の各筆明細でご確認ください。 

なお、２６ページの一番上段 番号１４００－９４３をご覧ください。こ

の筆については、長浜園地区圃場整備事業用地として中間管理機構が中間保

有した後、農業用水路等に整備される予定となっておりますことを申し添え

いたします。 

また、今月は所有権の移転がございますので、ご説明いたします。 

３７ページの「農用地利用集積計画 所有権移転」及び３９ページの「所
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有権移転 総括表」をご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法第５条第３項の規定により、県が指定する農地中

間管理機構である「公益財団法人しまね農業振興公社」は、農地を出し手農

家から買い入れ、中間保有した後、担い手である受け手農家へ売り渡します。 

この事業を活用して所有権移転を行うと、農地の出し手、受け手ともに税

制上の優遇措置を受けることができ、担い手への集積が効率的に促進されま

す。 

今月の所有権移転の合計は、３筆、５，９００㎡です。 

以上、今月の申請の案件は、出雲市における基本構想に適合するとともに、

権利者・利用権の設定をうけた者が経営農地の全てを効率的に利用し、必要

な農作業に常時従事するものとして作成したものです。 

また、前回までの総会で決定いただきました農地中間管理事業の集積計画

につきまして、お配りしております「農地中間管理事業による農用地利用配

分計画（案）」として公益財団法人しまね農業振興公社に提出いたしますので

ご確認ください。 

説明は以上です。 

 

議  長   それでは、議題となっています議第３４号のうち、２件が農業委員関与案

件となります。そのうち、議席番号２０番江角昭夫委員の関与案件が、８ペ

ージの１１００-５０４６番、及び１１００-５０４７番、以上となります。 

それでは、議席番号２０番江角昭夫委員の関与案件２件を先議案件といた

します。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定により、議席番号２０番江角昭

夫委員が除斥となります。 

 

（江角昭夫委員 退室） 

 

議  長   本先議案件について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   質問、意見はないものと認めます。そういたしますと、議第３４号のうち、

議席番号２０番江角昭夫委員の関与案件２件の先議案件について、承認され

る方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議席番号２０番江角昭夫委員の関与案件２

件の先議案件を承認します。ここで議席番号２０番江角昭夫委員の除斥を解

除いたします。 
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（江角昭夫委員 入室） 

 

議  長   続きまして、議第３４号のうち、先ほどの先議案件２件を除くすべての案

件についてご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第３４号のうち、先議案件２件を除くすべての案件について、

承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。よって、議第３４号のうち、先議案件２件を除くす

べての案件について承認します。 

 

議  長   次に、議第３７号農地法第５条の規定による農地等の許可申請決定及び承

認について、及び議第３８号農地転用事業計画変更申請決定について、を議

題といたします。 

       事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

松崎主任   議第３７号について、ご説明いたします。 

議案書は１３～２１ページ、説明資料は４～４２ページ、参考資料は 

２５～１１８ページになります。 

今月の５条申請の内訳は、所有権の移転が３９件、賃貸借権の設定が６件、

使用貸借権の設定が１５件、合計６０件提出されております。今月の説明案

件は１３件ございます。 

いずれも、取得後３年未満の農地はありません。 

なお、３月開催予定の第６０回常設審議委員会に諮問する案件は、欄外左

に丸印をつけております、３０件の予定です。 

それでは、個別の案件について説明します。議案書１３ページの受付番号 

２３４番について説明します。説明資料の４～６ページをご覧ください。転

用場所は、古志町で、古志橋から６５０ｍほど下流になります。田２筆です。

詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『建売

分譲』です。転用面積、所要面積ともに２，８３２㎡です。権利の種類は、

所有権の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は１２

月総会にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当条項は、規

則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画について、申請者は松江市の土木業や不動産業を営んでいる法人
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で、市内では過去３回、分譲で許可を出しております。この度、周辺に住宅

が多く市街地にも近くて利便性の高い申請地を取得して建売分譲を行う計画

です。資金計画につきましては、所要資金額１億６，６１６万円で、これに

対する資金調達については全額借入金であり、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１３ページの受付番号２３７番について説明します。

説明資料の７～９ページをご覧ください。転用場所は松寄下町で、ラピタは

まやま店から直線で西北方向に３５０ｍほどになります。田３筆です。詳細

な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『建売分譲』

です。転用面積、所要面積ともに２，６０１㎡です。権利の種類は、所有権

の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は１２月総会

にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当条項は、規則第３

３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画について、申請者は宅地建物取引業等を営んでいる個人です。市

内では過去１回、分譲で許可を出しております。この度、周辺に住宅が多く、

交通の便が良くて教育、商業施設にも近い申請地を取得して建売分譲を行う

計画です。資金計画につきましては、所要資金額１億４，５００万円で、こ

れに対する資金調達については全額借入金であり、証明書で確認をしていま

す。 

続きまして、議案書１４ページの受付番号２４３番について説明します。

説明資料の１０～１２ページをご覧ください。転用場所は下横町で、出雲農

林高校のグラウンドの東隣になります。畑３筆です。詳細な位置につきまし

ては付近案内図でご確認ください。転用目的は『資材置場・進入路・駐車場』

です。転用面積、所要面積ともに２，２９１㎡です。権利の種類は、所有権

の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外は１２月総会

にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当条項は、規則 

第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で造園工事業を営んでいる法人です。こ

の度、事業規模拡大と従業員駐車場の確保のため申請地を取得する計画です。

なお、本件は追認案件となります。資金計画につきましては、今後新たな支

出予定はありません。 

続きまして、議案書１４ページの受付番号２４５番について説明します。

説明資料の１３～１５ページをご覧ください。転用場所は、矢野町で、出雲

ドームの西側、生鮮食品おだ出雲店の北側の道を入ったところです。田５筆、 

畑１筆です。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用

目的は『建売分譲』です。転用面積は４，１４９．３９㎡、所要面積は 

５，１５９．３９㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地
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区分は、第１種農地です。農振除外は１２月総会にて審議いただいておりま

す。転用にあたっての許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」

に該当します。 

事業計画について、市内で土木工事業、宅地建物取引業を営んでいる法人

です。この度、住宅需要が高く、教育・商業施設にも近い申請地を取得して

建売分譲を行う計画です。資金計画につきましては、所要資金額 

２億８，１００万円で、これに対する資金調達については自己資金及び借入

金であり、それぞれ証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１５ページの受付番号２５０番について説明します。

説明資料の１６～１８ページをご覧ください。転用場所は、上島町で、三刀

屋との境に近いところになります。畑３筆です。細な位置につきましては付

近案内図でご確認ください。転用目的は『農家住宅』です。転用面積、所要

面積ともに８２４㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地

区分は、第１種農地です。農振除外は１２月総会にて審議いただいておりま

す。転用にあたっての許可該当条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」

に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で農業を営む個人である。本件は追認案

件で、県道の改良事業に伴う移転の際に所要の手続きを行っていなかったも

のであり、この度正式に手続きを行うものです。資金計画につきましては、

今後新たな支出予定はありません。 

続きまして、議案書１６ページの受付番号２５２番について説明します。

説明資料の１９～２１ページをご覧ください。転用場所は、古志町で、案内

図の左の大きな建物はＪＭＳ出雲工場です。田１筆です。詳細な位置につき

ましては付近案内図でご確認ください。本件は追認案件です。転用目的は『駐

車場・資材置場』です。転用面積、所要面積ともに６４８㎡です。権利の種

類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振除外

は１２月総会にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当条項

は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で産業用機械の設計・加工・組立等を営

む法人です。社用車、社員用駐車場及び鋼材等の資材置場として申請地を取

得して整備する計画です。資金計画につきましては、所要資金額が 

７５０万円で、資金調達は全額自己資金であり、証明書で確認しています。 

続きまして、議案書１６ページの受付番号２５５番について説明します。

説明資料の２２～２４ページをご覧ください。転用場所は、神西沖町で、県

立出雲養護学校のすぐ南になります。畑１筆です。詳細な位置につきまして

は付近案内図でご確認ください。転用目的は『工場拡張・駐車場』です。転
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用面積、所要面積ともに２，６９６㎡です。権利の種類は、所有権の移転で

す。申請地の農地区分は、第２種農地です。農振除外は１２月総会にて審議

いただいております。転用にあたっての許可該当条項は、法第５条第２項第

２号の「非改良」に該当します。 

事業計画については、申請者は、本社は県外で、市内に工場を持ち、機械

部品の製造・加工業を営む法人です。新規の受注等により工場の増設、従業

員駐車場を整備する計画です。資金計画につきましては、所要資金額 

２億４，０００万円で、これに対する資金調達については全額自己資金であ

り、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１７ページの受付番号２６２番について説明します。

説明資料の２５～２７ページをご覧ください。転用場所は、湖陵町板津で、

内藤鉄工から東方向へ１００ｍあまり入ったところになります。畑１筆です。

詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『作業

場・駐車場』です。転用面積、所要面積ともに１，１８９㎡です。権利の種

類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、第２種農地です。転用にあ

たっての許可該当条項は、法第５条第２項第２号の「非改良」に該当します。 

事業計画について、申請者は、自動車整備業を営む個人です。この度、事

業拡大のため自宅に近い申請地を取得し作業場・駐車場を整備する計画です。

資金計画につきましては、所要資金額１，０００万円で、これに対する資金

調達については全額借入金であり、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１７ページの受付番号２６４番について説明します。

説明資料の２８～３０ページをご覧ください。転用場所は、大社町中荒木で、

大社高校入口の交差点から南方向へ約１ｋｍのところになります。畑５筆で

す。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『事

務所・資材置場』です。転用面積、所要面積ともに１，４１２㎡です。権利

の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振

除外は１２月総会にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当

条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画については、申請者は市内で土木業を営む個人です。この度、事

業拡大のため現在の事務所に近い申請地を取得し事務所等を整備する計画で

す。資金計画につきましては、所要資金額５５０万円で、これに対する資金

調達については全額自己資金であり、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１７ページの受付番号２６６番について説明します。

説明資料の３１～３３ページをご覧ください。転用場所は、大社町北荒木で、

案内図の左下の信号交差点が大社高校入口の交差点で、３５０ｍほどのとこ

ろになります。畑５筆です。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認
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ください。転用目的は『建売分譲』です。転用面積は２，０４５㎡、所要面

積は２,７９３．５９㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農

地区分は、第３種農地です。農振除外は１２月総会にて審議いただいており

ます。転用にあたっての許可該当条項は、規則第４３条第１号の 

「公共５００②」に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で土木建築業を営む法人である。この度、

住宅需要の高い地域にある申請地を取得し建売分譲を行う計画です。資金計

画につきましては、所要資金額１億２，７００万円で、これに対する資金調

達については全額自己資金であり、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１８ページの受付番号２６７番について説明します。

説明資料の３４～３６ページをご覧ください。転用場所は、斐川町荘原で、

斐川行政センターから約４００ｍになります。田３筆です。詳細な位置につ

きましては付近案内図でご確認ください。転用目的は『駐車場』です。転用

面積、所要面積ともに２，６７０㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。

申請地の農地区分は、第２種農地です。農振除外は１２月総会にて審議いた

だいております。転用にあたっての許可該当条項は、規則第４５条第２号の

「公共５００」に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で自動車販売・整備業を営む法人です。

この度、斐川町荘原の店舗横の申請地を取得し、不足している駐車場を整備

する計画です。資金計画につきましては、所要資金額２，４００万円で、こ

れに対する資金調達については全額自己資金であり、証明書で確認をしてい

ます。 

続きまして、議案書１８ページの受付番号２６８番について説明します。

説明資料の３７～３９ページをご覧ください。転用場所は、斐川町出西で、

旧海軍大社基地の南側、西の端から東方向へ２００ｍ入ったところになりま

す。畑５筆です。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。

転用目的は『建売分譲』です。転用面積、所要面積ともに２，８０６㎡です。

権利の種類は、所有権の移転です。申請地の農地区分は、第２種農地です。

転用にあたっての許可該当条項は、法第５条第２項第２号の「非改良」に該

当します。 

事業計画について、申請者は市内で不動産業を営む法人です。この度、住

宅需要の高い地域にある申請地を取得し建売分譲を行う計画です。資金計画

につきましては、所要資金額１億７，９０３万円で、これに対する資金調達

については全額借入金であり、証明書で確認をしています。 

続きまして、議案書１９ページの受付番号２７３番について説明します。

説明資料の４０～４２ページをご覧ください。転用場所は、下横町で、出雲
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農林高校のグラウンドの東側になります。受付番号２４３番の東隣です。田

３筆です。詳細な位置につきましては付近案内図でご確認ください。転用目

的は『資材置場』です。転用面積、所要面積ともに１，１３８㎡です。権利

の種類は、賃借権の設定です。申請地の農地区分は、第１種農地です。農振

除外は１２月総会にて審議いただいております。転用にあたっての許可該当

条項は、規則第３３条第４号の「集落接続」に該当します。 

事業計画について、申請者は市内で造園業を営む法人です。他所に借りて

いた資材置場の返却を求められたため、この度、申請地を賃借して資材置場

を整備する計画です。なお、本件は追認案件です。資金計画につきましては、

今後新たな支出予定はありません。説明案件は以上であり、５条のその他の

案件につきましては、議案書の一覧でご確認いただきますようお願いいたし

ます。 

続いて、議第３８号の農地転用事業計画変更申請承認についてご説明いた

します。議案書は２２ページです。今月の申請は、権利移転・設定を伴わな

い転用事業者自身での計画変更が１件提出されております。説明基準に該当

する件ではありませんので、議案書及び参考資料１１９～１２０ページにて

ご確認ください。 

今月申請のありました５条６０件、事業計画変更１件につきましては、い

ずれも農地法に規定する不許可、不承認の要件には該当しないものと認めら

れます。 

説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   今月は農業委員改選後、初めて３，０００㎡を超える案件がありますので、

そのあたりを委員の皆様に説明されたほうがいいのではないでしょうか。 

 

今岡次長   ご説明いたします。第１種農地の転用案件と３，０００㎡を超える転用案

件については、毎月開催されている島根県の常設審議委員会（島根県農業会

議）にて審議されます。第１種農地については、相談したほうがいいという

こととなっていますが、３，０００㎡を超える案件については、必ず意見を

聴くことになっております。具体的には、常設審議委員会委員２名と農業委

員会会長及び担当で書類確認及び現地確認をした後、常設審議委員会でその

結果をもって担当が説明をしたうえで許可相当であると判断していただくこ

とになります。 
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議  長   その他にご質問、ご意見はございませんか。 

ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第３７号農地法第５条に規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、及び議第３８号農地転用事業計画変更申請決定について、

承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第３７号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま

す。 

また、議第３８号を決定いたします。 

 

議  長   次に、議第３６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及び承認に

ついて、を議題といたします。 

事務局から内容について、説明をお願いします。 

 

吉川主任   議第３６号について、ご説明いたします。 

第７回総会議案の１ページをご覧ください。今月は、１３件の申請があり

ました。 

議案書は１１～１２ページ、説明資料は１～３ページ、参考資料は 

１～２４ページをご覧ください。 

いずれも、取得後３年未満の農地はありません。 

議案書欄外左に丸印をつけている１０件について、３月に開催予定の 

第６０回常設審議委員会に諮問する予定です。 

それでは、個別の案件についてご説明いたします。 

議案書１１ページの受付番号７３番です。事後案件です。 

説明資料は、１～３ページをご覧ください。湖西斎場から北北東へ直線距

離で約１．２ｋｍに位置している、畑１筆です。詳細な位置につきましては、

２ページの案内図でご確認ください。転用目的は、堆肥置場です。面積につ

いては、転用面積・事業面積がともに１，７７１．００㎡です。申請地は、

都市計画区域内のその他の地域になります。農地区分は、農用地区域内農地

です。土地利用計画との調整については、令和２年１１月３０日に申請地の

農用地区域の用途変更申し出があり、令和２年１２月２１日に用途変更決定

済みです。許可該当条項は、農地法第４条第６項ただし書きの「農業用施設」

に該当します。 

事業計画についてご説明いたします。申請地の周辺は、山間の申請者が経

営する牧場施設が点在する場所にある農地ですが、申請者は平成２４年頃か

ら飼育している乳牛用の堆肥置場として利用してきたものであり、本件は事
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後案件となります。資金計画については、事後案件のため、今後整備に関す

る支出はありません。なお、この他、申請前にすでに転用していた案件が 

７件あります。 

受付番号６９番の案件は、昭和５６年頃から自宅敷地として利用してきて

おり、この度、自宅進入路及び駐車場用地とするものです。 

受付番号７０番の案件は、平成４年頃から自宅敷地として利用してきたも

のです。 

受付番号７１番の案件は、昭和４８年頃から進入路及び車庫として利用し

てきたものです。 

受付番号７４番の案件は、１筆を１５年前から自宅進入路として利用して

きており、この度、別の１筆も自宅進入路用地とするものです。 

受付番号７８番の案件は、平成７年頃から車庫として利用してきたもので

す。 

受付番号７９番の案件は、１筆を平成２０年頃から防風林の管理地として

利用してきており、この度、別の１筆を駐車場用地とするものです。 

受付番号８１番の案件は、１筆を昭和６０年頃から宅地の一部として利用

してきており、この度、別の１筆を自宅用地とするものです。 

いずれの案件も申請は事後になりましたが、悪意はないものと判断してい

ます。転用許可基準は満たしており、事業者には始末書の提出を受け、農地

法に違反することのないよう指導しております。 

以上、受付番号６９～８１番については、いずれも農地法に規定する不許

可の要件には該当しないものと認められます。説明は以上です。 

 

議  長   ただいまの説明について、ご質問、ご意見はございませんか。 

 

議  長   ご質問、ご意見はないものと認めます。 

それでは、議第３６号農地法第４条の規定による農地等の許可申請決定及

び承認について、承認される方の挙手を求めます。 

 

議  長   挙手全員と認めます。 

よって、議第３６号の全案件を許可相当とし、許可決定及び承認いたしま

す。 

 

議  長   予定していた議事は終了しました。 

以上をもって、本日の全ての議事日程を終了いたします。 
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議長が、総会の閉会を宣する。 午後３時１０分 
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 農業委員会事務局 

  藤原事務局長、今岡次長、松崎主任、吉川主任、高橋主事、後藤主事 

 農業振興課 

  農地利用調整係 河井係長 
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